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東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
意
の
過
程

野

良E

さ

き

に

私

は

「

東

亜

に

お

け

る

メ

キ

シ

コ

ド

ル

を

め

ぐ

る

角

遂

と

そ

の

本

質

」

東

亜
に
お
け
る
金
為
替
本
位
制
施
行
の
前
史
で
あ
る
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
を
め
ぐ
る
国
際
的
通
貨
闘
争
u
角
逐
の
過
程
と
意
義
に
つ
い
て
、
若

(
経
詩
論
叢
八
三
巻
一
円
勺
〕
な
る
小
論
に
お
い
て
、

干
の
考
察
を
行
っ
た
。
本
稿
は
モ
白
続
稿
で
あ
る
。

前
稿
に
白
べ
た
よ
う
に
、
メ
キ
V

コ
ド
ル
を
め
ぐ
る
通
貨
闘
争
は
一
八
九

0
年
代
以
降
の
銀
価
下
落
の
加
速
化
と
と
も
に
、
や
が
て

一
八
九
包
年
(
明
治
一

δ
年
V

日
本
白
金
本
位
制
樹
立
を
転
期
と
し
て
、
さ
ら
に
二

O
世
紀
初
頭
の
束
岨
に
お
け
る
金
為
替
本
位
制
導

入
の
一
般
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
終
駕
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
υ

東
血
に
お
け
る
銀
貨
閣
白
衰
退
は
、
す
で
に
早
〈
、

一
八
七
包

年
(
明
治
十
年
)
蘭
領
イ

γ
ド
に
お
い
て
、

一
八
九
コ
一
年
(
明
治
一
六
年
)
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ソ
ド
に
ム
お
い
て
(
モ
の
確
定
は
一
八
九
九
年

の

HEHE
門

2
5問
。

釦

EHUP唱
2
P
Z
)
、
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
メ
キ
ヅ
コ
ド
ル
系
銀
貨
圏
へ
の
金
為
替
本
位
制
の
導
入

は
こ
の
こ
と
を
一
層
全
般
的
・
推
定
的
た
も
白
と
し
た
の
で
あ
る
。

メ
キ

γ
コ
ド
ル
の
支
配
的
流
通
U
銀
貨
閤

ω存
在
己
そ
、
通
貨
戦

日
前
提
に
他
な
b
な
か
っ
た
の
で
あ
φ

か
b
、
金
為
替
本
位
制
の
導
入
日
本
位
と
し
て
の
銀
の
否
定
は
、
前
提
そ
む
も
の
白
解
消
士
悼

み
し
、
そ
れ
に
も
と
ず
く
通
貨
戦
白
消
滅
は
、
同
時
に
メ
グ
キ
コ
ド
ル
・
及
び
同
系
銀
貨
心
国
際
通
貨
的
性
格
心
否
定
リ
終
震
を
深
定

す
る
も
白
で
あ
っ
た
。

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
ジ
コ
ド
片
掛
震
の
過
程

第
八
十
九
巻

E司

七

第
四
号



東
山
且
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

鵠
λ
?
「
九
巻

阿

八

第
四
号

そ
し

τ、
そ
れ
は
欧
米
列
強
と
東
亜
諸
国
と
の
新
し
い
関
係
白
定
立
を
劃
寸
歴
史
的
指
標
で
も
あ
っ
た
。

同
七
れ
故
、
私
は
以
下
に
お
い
て
、
東
亜
に
お
け
る
国
際
的
通
貨
と
し
て
の
役
割
を
一
六
世
紀
白
後
半
以
降
二
O
世
紀
山
初
頭
に
い
た

る
数
世
紀
白
長
期
に
わ
た
っ
℃
保
持
し
た
メ
キ
シ
コ
ド
ル
と
、
友
ら
び
に
同
系
銀
貨
閣
の
終
詰

1
lモ
れ
は
メ
キ
シ
コ
ド
ル
を
め
ぐ
る

通
貨
戦
の
終
着
を
い
み
す
る

1
l
の
史
的
過
程
を
概
括
す
る
と
共
に
、
終
需
の
論
理
と
意
義
に
づ
い
て
若
干
の
考
察
士
試
み
た
い
と
思

戸
ノ。

終

駕

。コ

過

程

〔

A
〕

メ
キ

γ
コ
ド
ル
白
衰
退
傾
向

メ
キ
シ
コ
ド
ル
衰
退
へ
の
傾
向
は
一
八
九

0
年
代
士
通
じ
て
の
メ
キ
シ
コ
輸
出
構
造
の
変
化
の
中
に
示
さ
れ
る
。
(
第
一
表
参
陥
)

一
八
七
二
・
七
三
年
度
銀
輸
出
の
九
三
%
を
示
し
た
銀
貨
輸
出
は
、
一
八
八
二
・
三
年
度
に
は
八
三
私
、
一
八
九
二
・
九
三
年
度
す

で
に
五
O
%
を
剖
り
、
一
八
九
」
ハ
・
九
七
年
度
以
降
さ
ら
に
急
速
に
低
下
す
る
に
い
た
っ
℃
い
る
。
貨
幣
輸
出
比
率
白
低
下
は
た
だ
ち

に
輸
出
貨
幣
額
白
低
下
に
結
合
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し

τも、

一
八
八
九
九

0
年
度
か

b
一
八
九
二
1
九
三
年
度
に
い
た
る

一
年
度
臼
平
均
銀
貨
輸
出
額
約
三
千
二
百
万
ド
ル
に
対
し
て
、

一
八
九
九
1
一
九

0
0年
度
か

b
一
九
O
一
二
年
度
と
い
た
る
三
年

度
の
平
均
銀
貨
輸
出
額
は
一
千
二
百
万
ド
片
と
約
四
割
五
分
自
低
下
笠
市
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
貨
幣
輸
出
白
急
速
な
減
退
傾

向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
り
で
あ
る
。
こ

ω
よ
う
な
減
退
傾
向
は
、

一
つ
に
は
東
軍
な
か
ん
ず
く
中
国
貿
易
構
造
の
変
化
に
依
存

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
さ
き
に
の
ベ
た
メ
キ

γ
コ
ド
ル
系
銀
貨
圏
縮
少
の
過
程
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
も
白
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
己
う
。



メ
キ
シ
コ
ド
ル
系
銀
貨
閤
に
沿
い
て
、
最
初
に
金
本
位
制
を
樹
立
し
、
閏
外
に
脱
す
る

ωは
日
本
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
金
木
位

制
成
立
の
恨
拠
・
モ

ω性
絡
は
銀
本
位
制
成
立
山
場
合
と
同
じ
く
、
他
白
東
亜
諸
国
と
異
な
る
独
自
的
要
素
を
も
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も
の
と
し
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第 1表

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
軒
高
D
過
程

第
八
十
九
巻

を
議
定
し

τお
り
、
ま
た
そ
の
一
」

と
自
体
は
本
稿
白
テ
l

T
で
は
な

い
か

b
、
乙
こ
で
は
金
本
位
制
成

立
に
も
と
ず
く

一
フ
白
メ
キ

γ

コ
ド
ル
系
銀
貨
閤
白
消
滅
と
メ
キ

シ
コ
ド
ル
系
銀
貨
で
あ
る
日
木
銀

に 円
しの
た退
い1)場
。 Yこ

っ
ν、
て
よ、
れ
る
こ
と

ω
日
木
に
お
け
る
組
本
位
制
戚

立
の
特
質
に
つ
い
C
は
拙
稿
「
日

本
に
お
け
る
近
代
的
貨
幣
制
虚

心
成
立
と
そ
の
性
柚
」
(
松
井
背

筋
、
近
代
日
本
貿
晶
史
第
一
巻

所
収
)
事
刷

u

〔

R
〕

円
銀
の
退
場

わ
が
国
に
沿
け
る
金
本
位
制
の

三
四
九

第
四
号



京
岨
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
作
終
膏
の
過
程

第
八
十
九
巻

冗。
第
凹
ロ
乃

ド』

成
立
に
際
し
、

一
円
銀
は
新
金
貨
一
円
と
引
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
在
っ
た
が
、
こ
の
時
、
貨
幣
当
局
が
危
慎
し
た
の
は
鮪
造
総
額
の
七

割
約
一
億
一
千
二
百
万
円
(
明
治
三

O
年
一
月
末
現
在
の
推
定
、
明
治
財
政
史
十
一
巻
七
八
六
頁
〉
に
上
る
部
外
輸
出
銀
円
白
還
流
H
H
引
替
白

動
向
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
そ
れ
が
故
も
不
確
定
友
要
素
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
多
額
に
上
る
左
ら
ば
、
ロ
ン
ド

γ
よ
り
の
余
日
判
決
)
額

の
増
額
を
ま
ね
さ
、
そ
の
こ
と
は
現
送
費
用
の
増
大
と
共
に
金
需
要
増
加
に
よ
る
金
価
騰
貴
(
鈍
に
対
す
る
)
に
よ
っ
亡
、
引
替
に
上
る

つ 固

と庫
もの
よと 損
の 失
動を
向 巨
が 額
注 に
日し
さ pJ

在来
:三位
二祐11

tて施

I'j 古
銀，ユ
空宇
でと三 人

主重
山大
通 弘

量豊
で H

と
あ た
っ
みる
と 恐
ごれ
長が
f あ
: つ

ん本
一可η，
jf b 
l で
U あ
ι ア
ナ t
争海
I4 タト

届酢
E同
議授
で~，

う
あ

ち
づ 、

たのも

ω
こ
の
地
域
に
お
い
て
円
銀
が
流
通
に
お
け
る
支
配
的
地
位
(
当
時
過
貸
O
九
O
%以
上
を
占
め
た
)
を
保
持
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
間
掲
拙
稿

「
東
見
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
を
め
ぐ
ゐ
角
運
と
そ
の
本
質
」
(
経
許
論
議
八
三
者
一
号
)
を
参
問
。

新
金
貨
と
一
一
円
銀
の
交
換
比
率
は
金
銀
比
価
一
対
三
十
二
余
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
入
金
銀
比
価
は
新
貨
幣
法
白
公
布

(
一
八
九
七
・
三
・
二
六
法
樟
第
十
六
号
)
以
来
上
記
の
率
か
ら
さ
ら

K
下
落
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
白
で
、
上
記
比
率
で
金
と
交
換
す
る
こ

と
は
有
利
な
取
引
で
あ
っ
か
o

し
た
が
ヮ

τ銀
行
業
者
、
両
替
商
人
等
は
同
銀
の
収
集
に
乗
り
出
し
そ
の
結
果
、
円
銀
に
は
ヲ
レ
ミ
ア
ム

が
付
古
れ
、
市
場
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

「
本
邦
一
一
於
テ
金
貨
本
位
制
採
用
ノ
議
貴
族
院
ヲ
通
過

γ
タ
ル
ノ
報
ア
ル
ヤ
、

円
銀
ハ
次
第
一
一
連
没

γ
、
英
弗
ハ
代
ツ
テ
地
歩
ヲ
占
メ
、
現
一
一
諸
銀
行
ノ
文
払
ヲ
見
ル
ニ
全
然
英
弗
ニ

V

ア
円
銀
ハ
皆
無
タ
ル
ニ
至

ν

リ
」

( 

八
九
七
年
五
月

日
グ

ジ

ガ
ポ

パ〆

藤
間
領
事
報
告、
明

治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成

以
ド
集
成
と

唱
す

第
十

巻
五

頁
〕

川W

差
諸
遊
得
の
た
め
の
裁
定
取
引
に
つ
い
て
は
種
々
の
方
法
が
予
想
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
円
担
を
金
貨
に
引
替
え
そ
れ
を
ロ
ン
ド
ジ
に
積
送
L
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
も
っ
亡
ロ
ソ
ド
シ
向
為
替
を
買
い
、

p
y
ド
ン
で
メ
キ
シ
コ
ド
ル
を
購
入
し
マ
回
送
す
る
か
、

7
γ

ガ
ポ
ー
ル
、
」
ナ

ν
支
払
手

掛
川
を
購
入
す
る
か
、
或
い
は
ロ
ン
ド
ン
ま
た
は
本
邦
で
銀
塊
を
購
入
し
て
ボ
ン
ベ
イ
に
回
送
し
、
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
に
改
耕
し
て
シ
ン
カ
ポ
ー
ル
に
輸

入
す
る
な
E
の
方
法
で
あ
る
。
(
同
上
、
五
一
六
五
一
八
頁
)



円
銀
に
対
す
る
打
歩
は
当
初
一
た
い
し
二
%
で
あ
っ
た
が
、
白
ち
次
第
に
増
大
し
て
五
な
い
し
六
%
か

b
さ
b
に
一
O
%
内
外
に
及

ん
だ
。
打
歩
の
上
昇
は
差
益
を
結
少
し
、
か
っ
市
場
か

b
の
引
上
げ
は
門
銀
を
欠
乏
せ
し
め
た
。

「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
香
港
ニ
於
テ
円
銀
ハ
既
一
二
割
ノ
増
打
ヲ
生
シ
居
候
一
一
モ
拘
ハ
ラ
凡
、
該
地
方
-
一
於
テ
多
額
ノ
円
銀
ヲ
得
ル
コ

ト
到
底
能
ハ
サ
ル
所
」
(
一
八
九
七
年
九
月
十
四
日
報
告
、
向
上
、
五
一
一
一
一
頁
〕
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

v
y
ガ
ポ
ー
ル
を
は
じ
め
海
峡
他
民

地
に
輸
入
さ
れ
た
一
円
銀
の
街
は
ほ
ぼ
五
千
五
六
百
万
円
す
芯
わ
ち
円
銀
輸
出
総
額
の
五
O
M
W
内
外
を
い
口
め
る
も
の
と
推
定
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
輸
入
門
銀
は
中
国
各
地
、
香
港
、
仏
領
印
庄
支
那
、
マ
レ

l
半
島
諸
国
、
シ
ャ
ム
、
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト
ラ
、
ボ
ル
ネ
オ
各
地
に
再
輸
出

さ
れ
、
ま
た
主
と
し
て
出
稼
中
国
人
労
働
者
。
帰
国
に
際
し
持
ち
去

b
れ
、
海
峡
楠
民
地
に
当
時
残
存
す
る
も
の
は
お
よ
そ
千
二
三
百
万

円
な
い
し
二
千
万
円
内
外
と
推
定
さ
れ
た
。
(
前
掲
五
月
二
日
報
告
七
月
十
九
日
報
告
、
向
上
、
五
一
凹
、
五
一
九
瓦
)
シ

y
ガ
ポ
ー
ル
に
お

げ
る
諸
銀
行
・
商
人
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
門
銀
が
、
こ
れ
以
上
の
額
に
上
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
た
い
。
し
か
し
集
め
ら
れ

た
多
領
の
門
銀
は
直
ち
に
わ
が
国
に
輸
送
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ヲ
た
。
と
い
う
の
は
円
銀
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
不
足
す
る
流
通
必
要

日
且
を
満
た
す
へ
き
イ
ギ
リ
ス
ー
ル
の
補
充

1
輸
入
が
盤
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
度
流
通
よ
り
引
上
げ
ら
れ
た
円
銀

を
割
引
モ
の
他
白
取
引
に
運
用
す
る
た
め
再
放
出
す
る
こ
と
が
、
市
場
払
底
の
治
り
か

b
い
っ
そ
う
利
益
と
な
る
か
ぎ
限
り
、
円
銀
は
市

場
に
現
わ
れ
る
場
合
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
c

(
七
月
十
七
日
シ
γ
ガ
ポ
ー
ル
領
事
館
発
也
・
七
月
十
七
日
報
告
・
同
上
、
五
一
八
五
一
九
瓦
)

そ
れ
ゆ
え
円
銀
の
還
流
は
金
銀
比
価
の
状
態
、
主
と
し
て
打
歩
の
動
向
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
円
銀
蒐
集
費
加
の
状
態
、
さ
ら
に
現
送

な
b
び
に
為
替
取
引
費
用
の
状
態
な
と
、
相
互
に
関
連
す
る
諸
要
凶
に
左
右
さ
れ
る
種
々
な
る
裁
定
取
引
差
益
の
動
向
に
よ
ワ
て
決
定

さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
供
給
心
如
何
に
も
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
銀
価
下
併
の
傾
向
と
イ
ギ
リ
ス
ド

ル
の
鋳
造
増
加
の
趨
勢
こ
そ
最
も
注
視
す
べ
き
点
だ
っ
た
。

京
市
川
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

第
八
十
九
巻

五

第
四
号

る



東
亜
に
お
什
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

約
八
十
九
巻

五

第
四
号

政
府
が
円
銀
の
通
用
期
限
を
一
八
九
一
八
年
四
月
一
日
限
り
と
し
(
一
八
九
七
・
九
十
八
、
勅
令
第
三
三
八
ぢ
て
さ
ら
に
貨
幣
法
実
施
(
一

八
九
七
一

0
・
一
〉
以
後
五
年
と
さ
れ
た
金
貨
と
の
引
換
期
間
を
一
八
九
八
年
七
月
三
一
日
限
り
に
も
ぢ
め
た
白
は
(
一
八
九
八
・
六
・

一
O
、
法
律
第
五
ロ
芝
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
「
速
-
二
円
銀
ノ
通
用
ヲ
禁
止
セ
ラ
レ
且
其
引
換
期
限
ヲ
(
適
用
禁
止
後
)
一
一
一
箇
月
位

(
同
上
、
五
二
二
頁
〕
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
一
八
九
七
年
八
月
二

O
日
の
ジ
ソ

-
一
仰
改
定
相
成
候
事
、
幣
制
輩
回
ノ
為
メ
最
モ
緊
要
」

ガ
ポ
ー
ル
領
事
館
報
告
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
貨
幣
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
適
用
禁
止
の
場
合
六
ケ

月
以
前
に
勅
令
を
も
っ
て
公
布
す
る
と
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
適
用
期
限
を
限
っ
た
九
月
の
勅
令
は
こ
の
報
告
に
最
大
限
白
ス
ピ
ー
ド
を

も
っ
て
従
ヲ
た
も
白
だ
と
思
う
。

一
円
銀
の
引
換
期
間
は
一
八
九
七
年
寸
月
か
ら
一
八
九
八
年
七
月
ま
で
の
J
1
カ
月
で
あ
っ
た
が
結
局
、
引
換
は
無
事
完
了
し
、
日
本

は
こ
こ
に
完
全
に
銀
貨
閤
か

b
刑
判
ず
る
己
と
に
な
っ
た
の
モ
し
て
こ
の
と
き
門
銀
は
モ
の
歴
史
的
使
命
主
事
実
上
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

こ
山
間
金
貨
と
引
換
え

b
れ
た
一
円
銀
貨
幣
は
四
千
五
百
五
十
八
万
八
千
円
余
で
こ
の
う
ち
外
国
よ
り
還
流
し
た
分
は
一
千
八
十
四
万

(
向
上
、
五
二
八
頁
)

六
f
円
余
で
海
外
流
出
銀
円
D
約
一
割
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
、
海
外
か
ら
り
還
流
が
大
体
政
府
目
見
込
ど
お
り

ω
還
流
に
と
ど
ま
っ
た
り
は
、
ゆ
比
価
変
動

i
銀
価
下
落
に
も
と
ず

く
投
機

1
差
益
追
求
が
、
打
歩
を
引
上
げ
る
己
と
に
上
づ
て
抑
制
さ
れ
た
こ
と
、

ωま
た
銀
価
下
落
モ
の
も
の
が
引
換
期
同
に
お
い

酬

間

同

州

論

評

菌

(
q
に
ヴ
も
て
吋
訂
結
)

一一則山川一卜一に
L
同
同
H
J
川
口
同
一
同

一に一一一一一一一直一回目一一一川一回一一一回一一一一一市一明日明石

Z
…

(肝

)
H
F
F
E四
E
E
~
h
v
f♂
S
同
N
V
E
E
喜
久
足
。
ぉ
弔
問
芯
己
N

宝
九
勺
苫

2
4
E
戸
〉
ガ
市
内

W
E日
出

同》

日

日

目

日

凶



さ
れ
た
こ
と
、

τ
、
主
れ
ほ
ど
大
巾
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
、
へ
第
二
表
参
照
)
ゆ
差
益
り
実
現
の
た
め
山
各
種
裁
定
取
引
を
行
h
う
る
巾
場
が
限
定

川
向
こ
の
よ
う
な
取
引
を
行
う
可
能
性
を
も
っ
た
円
銀
最
大
白
流
通
市
場
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
海
峡
植
民
地
k
b

け
る
還
流
を
さ
ま
た
げ
た
前
記
白
諸
要
因
、
ま
た
か
か
る
要
因
の
作
用
を
強
化
し
た
紙
幣
信
用
の
未
発
達
に
工
る
乃
ぎ
発
券
制
度
の
植

民
地
的
抑
制
に
よ
る
諸
銀
行
の
準
備
金
引
川
越
蔵
金
(
門
銀
)
利
刷
の
抑
制
、

同
更
に
円
銀
の
存
在
形
態
、
そ
の
も
の
か
ら
く
る
抑
制
の

問
題
が
あ
る
。

モ
れ
は
円
銀
吸
収
の
最
大
の
市
場
で
あ
る
中
国
各
叫
に
治
け
る
、

円
金
貨
と
の
交
換
可
能
性
白
消
滅
、
ま
た
海
陸
揚
の
外
に
出
た
私
的

ヲ|拐円銀品分表

(単位 1，仙O円， il< L旧担円砧〕

内 訳二二二E玉
補助長良貨地金に充用の士め造幣局へ売却而 16，525 

上海へ回送売却高 I 1，250 
香港へ回送売却高 I 15，823 
外国銀行へ売却百 I 5，25日

台糟へ時仰をもって換算使用高 I 6，213 

戚梅街ヘ向上使用丙 197 

韓関へ同上世用出 330 

二 一 if ー H 一一~~~と
(注〉 同上集成 11巻 p.530により計算。なお一円

銀は引換期間中は再び還流することを防止する

ため極印された。極印 円銀は総額 2，015万円。

また上海においての?'L:":!刊に際し馬蹄銀に改鈎き

れした飼 50万円による。

第 3表

東
亜
に
お
付
る
〆
キ
シ
ヨ
ド
ル
終
需
の
過
程

斡
附
解
或
い
は
改
針
、
打
刻
、

破
損
な
と
に
よ
る
一

退
蔵
に
よ
る
埋
没
(
こ
の
こ
と
は
商
川
経
済
の
未
発
達
H
H
貨
幣
経
済

の
未
発
迭
に
よ
る
貨
幣
必
要
性
の
う
す
い
こ
と
、
自
国
鋳
貨
へ
の
不

信
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
〉
の
た
め
還
流
可
能
性
を
も
っ
た
円
銀
が

限
定
さ
れ
た
ζ

と、

側
一
才
わ
が
問
に
島
け
と
金
貨
引
換
期
聞
の

短
縮
た
ど
に
、
主
と
し
て
も
と
ず
く
も
の
と
考
え

b
れ
る
。

余
円 さ
の て

ー金
円貨
安良 と
は引
い換
かえ
なに
る 引
運揚
命げ
を b
Tこれ

と た
る前
己 百己
と 四
に千
君主 五
つ百
Tこ五
かの十
。八

万

引
揚
げ
一
円
銀
の
処
分
は
一
八
九
七
年
十
月
か
ら
一
八
九
八
年
十

一
一
月
ま
で
白
期
間
に
終
了
し
た
が
、
い
ま
こ
れ
を
表
示
す
る
と
第
一

表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
↓
表
か
ら
、
海
外
に
再
輸
出
さ
れ
た
H
日
本
か
ら
追
放
さ
れ
た

第
八
十
九
巻

五

捕
四
号

む



東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
料
需
の
過
程

第
八
十
九
巻

互ζ

四

第
四
号

ノ1、

銀
貨
総
額
が
二
千
九
百
六
万
三
千
円
余
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。

(
た
だ
し
う
ち
五
O
万
円
は
塙
陥
銀
に
改
鋳
分
)
銀
価
下
落
傾
向
の
折

柄
、
こ
れ
b
の
銀
門
を
早
期
か
っ
有
利
に
処
分
す
る
こ
と
は
困
難
を
予
想
さ
せ
る
も
白
で
あ
っ
た
が
、

一
八
九
七
年
末
の
上
海
、
香
港

市
場
に
治
け
る
銀
塊
相
場
白
騰
貴
、
わ
が
国
白
米
白
凶
作
に
上
る
香
港
市
場
を
通
ず
る
輸
入
米
に
対
す
る
為
替
支
払
の
た
め
の
決
済
需

要
の
増
加
、
さ
ら
に
一
八
九
八
年
四
月
ア
メ
リ
カ
、
メ
ベ
イ
ン
戦
争
白
開
始
に
と
も
な
う
銀
一
需
要
の
増
加
、
モ
白
結
果
と
し

τの
銀
価

騰
貴
傾
向
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
的
有
利
に
処
分
(
金
為
替
に
転
形
)
十
完
了
す
る
こ
正
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(
向
上

五
回
七

l
入
頁
)
だ
か

b
、
さ
き
白
引
替
完
了
時
の
海
外
残
存
分
(
一
八
九
八
年
七
月
三
十
一
日
現
在
白
純
残
留
分
合
計
一
億
一
千
六

百
二
十
七
万
円
)
と
今
回
目
処
分
銀
円
と
合
わ
せ
一
億
四
千
四
百
八
十
三
万
円
余
が
海
外
に

b
け
る
残
存
円
銀
存
在
高
の
給
額
と
た
る

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
さ
き
の
海
外
残
存
分
は
中
国
に
お
け
る
鉛
解
、
改
一
鋳
、
打
刻
、
破
損
、
退
蔵
な
ど
に
よ
り
、
ま
た
今
回
の
処
分

銀
に
フ
い
℃
は
極
印
処
分
銀
円
の
イ
ギ
リ
マ
ハ
ド
ル
ヘ
白
改
鋳
、
馬
蹄
銀
、
地
銀
へ
の
転
形
、
さ
ら
に
退
蔵
に
よ
り
、
士
た
流
通
分
も
磨

損
に
よ
っ
℃
次
第
に
門
銀
は
退
場
を
み
る
陀
い
た
る
由
で
あ
る
。

川
刊
金
貨
と
の
引
換
は
一
円
銀
の
他
、
貨
幣
法
発
布
以
前
に
造
幣
局
へ
輸
納
さ
れ
‘
政
府
に
お
い
て
引
替
え
の
義
務
の
あ
っ
た
約
三
千
万
円
の
銀
塊
に

対
し
て
も
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
引
替
え
総
額
は
約
七
千
五
百
万
円
に
よ
る
u

引
上
げ
後
の
処
分
に
ワ
い
て
も
組
貨
の
他
に
輯
塊
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
乙
で
は
一
円
銀
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

円
銀
に
つ
い
亡
の
結
論
を
い
"
で
ど
ま
え
に
、
日
本
白
植
民
地
台
湾
に
治
け
る
円
銀
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

日
本
白
領
有
以
前
の
台
湾
の
通
貨
状
態
は
、
南
国
と
同
様
一
定
の
法
貨
存
在
せ
ず
、
馬
蹄
銀
、
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
、
メ
キ
γ
コ
ド
ル
、

円
銀
ゐ
よ
び
香
港
、
広
東
、
台
湾
鋳
造
の
小
銀
貨
、
各
種
銅
貨
が
流
通
し
亡
い
た
。
商
業
上
使
用
吉
れ
た
こ
れ
ら
各
種
銀
貨
は
無
傷
の

も
の
ほ
と
ん
ど
た
く
、
粗
銀
と
称
さ
れ
る
有
傷
銀
最
も
多
く
、
モ
れ
ら
は
到
削
、
致
損
白
結
果
、
秤
口
同
一
鑑
定
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
一
フ

の
銀
塊
と
し
て
取
引
使
用
さ
れ
、
名
貨
一
定
の
比
価
な
く
、
常
に
時
価
を
も
っ
て
授
受
さ
れ
て
い
た
。
(
明
治
町
政
史
十
一
巻
、
九
六

C
頁



記
載
、
抄
録
一
人
九
五
年
十
月
台
精
兵
枯
監
部
台
糟
慣
州
度
坑
衡
及
通
貨
調
査
吾
、
お
よ
び
集
成
十
一
巻
五
八
八
頁
)
日
本
の
鋲
有
後
、

政
府
は
経

費
支
弁
の
た
め
日
本
銀
行
券
、

一
円
銀
貨
リ
円
銀
及
び
補
助
貨
を
導
入
し
、
そ
の
た
め
通
貨
は
一
層
の
複
雑
を
加
え
た
。
当
初
政
府
は

軍
政
中
や
む
た
く
在
来
の
粗
銀
を
公
納
に
用
い
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
一
八
九
六
年
四
月
民
政
へ
の
移
桁
と
共
に
粗
銀
の
公
納
を
禁
止

し
、
も
つ
ば
ら
日
本
通
貨
の
普
及
を
計
っ
た
。
し
か
し
一
刊
銀
貨
、
党
換
券
白
総
量
少
壮
〈
、
取
引
に
は
主
と
し
て
従
来
の
粗
銀
が
月

い
b
れ
た
。
日
本
白
金
本
位
制
へ
の
移
行
と
共
に
台
誇
の
幣
制
を
川
円
か
に
す
べ
き
か
の
阿
趣
が
発
生
し
た
。

台
祷
白
状
態
わ
よ
び
中
固
と
の
関
係
は
当
時
な
お
銀
貨
を
使
月
す
る
を
便
宜
と
し
た
が
、

-
方
経
済
上
日
本
的
地
と
の
関
係
主
密
接

に
す
る
に
は
、
為
替
相
場
の
変
動
を
生
じ
、
貿
易
上
白
不
利
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
ま
た
白
木
資
本
の
投
資
を
阻
害
す
る
旧
状
を
変
更
し
て
、

日
本
と
同
一
幣
制
の
下
に
包
含
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
た
。
し
か
し
当
時
明
治
三

O
年
(
一
八
九
七
年
)
に
お
け
る
台
済
の
日
本
へ
の

輸
出
は
約
二
百
十
万
円
、
輸
入
は
約
三
百
七
十
万
円
に
と
ど
ま
り
、

一
方
南
支
那
、
香
港
と
の
貿
易
は
輸
出
約
一
千
二
百
七
十
五
万
円
、

輸
入
-
千
二
百
六
十
五
万
円
で
あ
っ
た
。
台
湾
は
左
わ
経
済
的
に
は
中
国
(
清
)
の
経
済
圏
内
に
あ
り
、
日
本
と
の
関
係
は
、
は
じ
ま

っ
た
ば
か
り
で
強
固
た
結
合
関
係
に
な
か
っ
た
。
し
か
も
日
本
資
本
主
義
は
ま
だ
確
立
し
た
ば
か
り
で
、
こ
の
よ
う
た
関
係
を
直
ち
に

作
り
出
す
ほ
ど
の
強
力
な
力
を
ま
だ
も
た
な
か
っ
た
。
だ
か

b
こ
こ
を
直
ち
に
本
国
幣
制
圏
内
に
入
れ
る
こ
と
は
、
銀
貨
国
で
あ
る
中

固
と
の
貿
易
関
係
へ

D
影
響
を
と
治
し
て
、
出
発
し
た
ば
か
り
白
金
本
位
制
を
わ
び
や
か
す
要
因
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
引

上
げ
銀
の
有
利
な
売
却
の
た
め
に
は
、
つ
ま
り
金
本
位
制
へ
の
移
行
モ
の
も
の
を
経
済
的
に
す
る
に
は
銀
市
場
を
残
存
さ
吐
る
こ
と
が
、

の
ぞ
ま
し
か
っ
た
。
か
く
て
日
本
政
府
白
二
者
択
一
は
こ
り
場
合
従
来
の
ヨ

l
p
ッ
ハ
諸
国
の
金
本
位
制
移
行
に
際
し
て
の
銀
貨
圏
の

利
用
と
い
う
伝
統
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(5) 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
、
経
済
論
護
人
三
巻
一
門
一
勺
所
収
事
照
。

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

第
八
イ
九
巻

三
部
五

筋
四
号

九



東
川
止
に
お
け
る
メ
キ
ツ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

第
八
十
九
巻

一
王
六

第
円
号

。

こ
う
し
て
政
附
は
「
台
湾
一
一
於
ク
ル
幣
制
ハ
将
来
之
ヲ
木
土
l
同
一
ナ
ヲ
シ
メ
サ
片
へ
カ
ラ
ス
ト
臨
モ
は
下
ノ
島
地
一
一
於
ケ
ル
状
態

ニ
照
セ
ハ
当
分
ノ
内
共
旧
慣
ニ
委
ジ
銀
貨
ヲ
流
通
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
策
ナ
リ
」

(
集
成
十
一
巻
五
九
心
頁
)

と
す
る
方
針
の
も
と
に
一
八
九

七
年
寸
月
二

O
日
勅
令
第
三
七
四
号
を
も
っ
て

「
台
湾
に
お
い
て
は
当
分
の
う
ち
政
府
の
極
印
を
施
せ
る
一
円
銀
貨
幣
を
時
価
を
も

ヮ
て
公
納
及
び
政
府
の
支
払
に
用
う
る
こ
と
を
得
、
但
し
政
府
の
支
払
は
合
怠
に
依
る
べ
き
も
の
と
す
」

「
外
閏
貨
幣
は
以
後
公
用
に

用
い
る
こ
と
を
得
ず
、
但
し
特
に
外
国
貨
幣
を
以
て
公
納
に
月
う
る
と
と
を
規
定
し
あ
る
も
の
は
比
臼
限
り
に
あ

b
ず
」
と
規
定
し
、

極
印
刊
銀
貨
の
金
貨
に
対
す
る
時
価
は
香
港
相
場
に
よ
る
ζ

と
と
し
た
。
(
同
上
、
五
九
O

E
九
一
頁
)

さ
b
に
本
土
で
の
一
八
九
八
年
四
月
以
降
の
一
門
銀
適
用
禁
止
に
か
ん
が
み
、
台
檎
に
お
い
て
も
、
和
税
モ
臼
他
諸
般
白
収
納
に
一

日
銀
士
収
受
す
る
む
は
同
日
ま
で
(
た
だ
し
極
印
一
円
銀
は
そ
白
限
り
で
な
い
)
と
さ
れ
た
。
(
一
八
九
己
年
十
一
月
二
十
一
日
台
情
舷
督
府

仏
示
第
六
八
号
)

し
か
し
極
印
一
円
鋭
治
よ
び
免
換
券
の
流
通
は
な
お
狭
院
だ
っ
た
か
ら
、
当
分
の
間
旧
一
円
叙
白
収
納
を
許
可
し
、

一
八
九
八
年
一

月
〕
ま
た
銀
貨
の
引
換
期
間
終
了
(
同
七
月
)
後
に
沿
い
て
は
、
無
傷
一
円
相
削
の
時
価
に
よ
b
無
制
限
迫
月
を
許
し
た
。
こ
れ
は
引
換
期

間
満
了
後
は
極
印
白
必
要
も
な
く
、
ま
た
極
印
を
付
し
た
銀
貨
が
台
湾
に
沿
い
て
好
ま
れ
な
か
っ
た
の
み
で
た
く
、
も
っ
ば
b
台
湾
と

貿
易
す
る
度
門
、
香
港
た
ど
に
ゐ
い
て
も
通
用
貨
幣
と
し
て
取
引
さ
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
傷
(
無

極
印
)
白
方
が
交
換
に
ゐ
い
て
有
利
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
時
価
は
ロ

y
ド

γ
、
香
港
、
上
海
、
台
湾
に
お
け
る
毎
四
ヶ
月
の

平
均
栢
場
に
よ
り
、
毎
四
ヶ
月
毎
に
、
台
湾
総
州
国
の
告
示
に
よ
る
と
し
た
。
週
一
八
九
九
年
令
湾
銀
行
法
を
改
止
し
、
当
初
の
計
画
で

あ
っ
た
金
貨
党
換
券
を
h
T
め
て
、
銀
免
換
券
を
発
行
す
る
己
と
と
な
っ
た
リ

(
向
上
、
五
力
-
五
九
三
頁
〕

し
か
し
台
湾
の
銀
貨
圏
へ
の
残
留
は
、
日
本
と
の
結
合
関
係
の
浸
透
・
日
本
資
本
主
義
そ
れ
自
体
の
争
白
地
な
確
立
と
発
展
と
同
時
に
、



た
か
ん
ず
く
日
露
戦
争
(
一
九
の
四
五
年
〉
と
い
う
外
的
要
因
を
媒
介
と
し
て
急
速
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
露
戦
争
以
前

に
お
い
て
、
台
湾
は
日
本
よ
り
毎
年
百
五
十
万
た
悼
し
二
百
万
円
の
銀
を
吸
収
し
た
が
、
日
露
関
係
の
切
迫
に
つ
れ
て
、
満
韓
地
方
に
於

け
る
銀
の
需
要
時
加
し
て
銀
価
騰
貴
し
、
ぞ
れ
に
つ
れ

τ、
台
諮
に
h
d
h
v

て
銀
券
の
党
換
請
求
も
増
大
し
た
。
台
湾
銀
行
は
大
蔵
省
に

上
申
し
て
銀
貨
の
払
下
げ
を
請
求
し
士
が
、
政
府
に
お
い
て
も
日
露
関
係
の
緊
迫
に
と
も
在
い
、
当
然
予
想
さ
れ
る
満
韓
地
方
に
お
け

る
軍
費
支
弁
の
た
め
、
銀
貨
備
蓄
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
増
大
す
る
払
下
げ
要
請
に
常
に
応
ず
る
と
と
が
で
き
も
仏
h
状
態
と
た
っ
た
。

と
う
し
て
、
事
態
を
放
置
す
れ
ば
、
台
湾
銀
行
自
信
用
そ
れ
自
身
が
危
険
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
日
露
戦
争
の
開
始

rよ
る
巨
額
白
銀

貨
需
要
哨
大
に
応
ず
る
た
め
、
政
府
は
一
九

O
阿
年
九
明
治
ニ
七
年
)
六
月
白
布
告
に
よ
っ
て
台
湾
銀
行
は
金
券
を
発
行
し
、
従
来
発
行

白
銀
券
と
引
替
え
る
と
と
に
し
、
ま
た
一
円
銀
貨
の
無
制
限
通
用
主
禁
止
し
、
時
価
を
も
っ
て
、
公
納
に
の
み
使
用
し
う
る
こ
と
と
し

た。

(
律
令
第
八
九
号
)
要
す
る
に
こ
れ
は
台
湾
に
あ
る
銀
貨
を
満
韓
地
方
に
転
用
す
る
た
め
の
強
力
的
措
置
に
ほ
か
在
ら
た
か
っ
た
。

円
銀
適
用
臼
禁
止
後
、
世
界
白
銀
相
場
が
騰
貴
し
た
た
め
、
円
銀
は
涯
々
と
し
て
流
出
或
い
は
返
蔵
さ
れ
、

一
九

O
包
午
に
は
台
湾

内
に
は
ほ
と
ん
ど
銀
貨
の
流
通
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
作
十
月
以
降
銀
価
再
び
暴
落
す
る
に
お
よ
ん
で
、
一
再
び
円
銀
、

香
港
銀
等
の
輸
入
を
う
な
が
し
、
幣
制
を
乱
す
お
モ
れ
が
あ
っ
た
の
で
台
潜
総
督
府
は
一
九

O
八
年
四
月
と
さ
ら
に
す
す
ん
で
十
月
、

銀
貨
白
移
入
治
上
び
輸
入
を
制
限
し
(
律
令
十
五
号
)
、

一
円
銀
貨
の
公
約
を
廃
止
し
(
樟
令
十
六
号
)
、

ま
た
時
価
に
よ
り
一
円
銀
の
引

換
を
な
す
べ
き
こ
と
を
定
め
(
樟
令
十
七
ロ
ユ
、

一
円
銀
貨
の
引
換
期
限
を
一
九

O
九
年
(
明
治
四
二
年
〕
四
月
三

O
日
限
り
と
し
た
。
(
的

令
第
六
五
号
)

以
上
一
連
の
措
置
に
よ
り
台
湾
は
銀
貨
圏
か

b
は
な
れ
る
己
と
に
た
っ
た
。

(
な
お
日
本
本
土
貨
幣
法
の
台
符
へ
実
施
さ
れ
る
の
は
一
九
一

一
年
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
|
|
勅
令
第
六
阿
号
で
あ
る
の
明
治
大
正
財
政
史
十
三
巻
阿
八
万
頁
)

東
南
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
需
の
過
程

第
八
十
九
巻

豆王

七

第
凹
号



東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
栴
着
の
過
程

第
八
十
九
巻

五
i¥ 

第
四
号

韓
国
に
つ
い
て
、
韓
国
に
お
い
て
も
在
来
貨
幣
の
悪
鋳
、
錯
雑
に
よ
り
貿
易
取
引
白
標
準
通
貨
と
し
て
メ
キ
V

コ
ド
ル
、
日
本
円
銀

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

一
八
八
七
年
以
降
メ
キ
シ
コ
ド
ル
は
次
第
に
円
銀
に
よ
ヮ

τ駆
逐
さ
れ
、

一
八
九
回
、
五
年
頃
に
は
ほ
と
ん

ど
円
銀
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
日
清
戦
争
白
発
生
し
た
一
八
九
四
年
八
月
、
韓
国
は
日
本
の
指
導
の
下
に
新
貨
幣
条
令
を
制
定
し
、
わ

が
一
円
銀
同
位
同
昌
白
五
両
銀
を
も
ヮ
て
本
位
貨
と
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
右
の
幣
制
改
革
は
た
ん
に
成
文
上
だ
け
で
、
本
位
貨

の
発
行
は
小
額
に
と
ど
ま
り
、
鋳
造
利
益
白
多
い
白
銅
貨
の
み
濫
発
さ
れ
、
結
局
従
来
の
幣
制
混
乱
を
加
重
す
る
だ
け
だ
ヮ
た
。
モ
白

た
め
、
新
貨
幣
条
令
第
七
条
に
沿
い
て
法
貨
た
る
資
格
を
獲
得
し
、
か
つ
海
関
税
支
払
白
指
定
通
貨
た
る
位
置
を
も
っ
た
円
銀
の
流
通
は

は
増
大
し
た
。
こ
の
こ
と
は
日
清
戦
争
の
際
巨
額
の
日
本
貨
幣
が
韓
国
内
に
散
布
さ
れ
た
こ
と
と
、
貿
易
関
係
上
日
本
の
占
め
る
地
位

が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
強
化
さ
れ
た
。

(
韓
国
ニ
於
ケ
ル
第
一
日
制
h
、
三
汽
|
三
七
頁
)

一
八
九
七
年
日
本
の
金
本
位
制
実

施
に
と
も
在
い
こ
れ

b
円
銀
の
一
部
は
次
第
に
極
印
什
一
円
銀
と
交
換
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
し
た
る
影
響
を
う
け
る
と
と
は

た
か
ヮ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九

O
一
年
(
明
治
一
一
一
凹
年
)
斡
国
は
ロ
ン
ア
に
動
か
さ
れ
て
新
し
く
日
本
白
金
本
位
制
に
倣
ッ
た
貨
幣
条
令

を
発
布
し
、
日
本
円
銀
の
流
通
を
阻
害
す
る
た
め
、
円
銀
(
刻
印
銀
)
を
納
税
に
月
い
る
こ
と
を
禁
じ
、
つ
い
で
公
私
一
般
の
授
受
を

禁
ず
る
に
い
た
っ
た
。
ハ
渋
沢
栄
一
、
韓
国
幣
制
整
理
報
告
書
、
二
四
四
頁
)
し
か
し
該
条
令
は
結
局
有
名
無
実
で
、

ギ
が
て
解
禁
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

し
か
し
と
の
よ
う
長
状
態
も
、
日
露
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
韓
国
が
日
本
白
勢
力
下
に
入
り
、

日
本
幣
制
に
準
拠
し
た
幣
制
改
革
〈
金

為
替
本
位
制
)
げ
か
実
施
(
一
九
O
五
年
・
明
治
二
一
八
年
一
月
公
布
六
月
一
日
実
施
)
さ
れ
る
に
治
よ
ん
で
、

急
速
に
変
化
し
、

韓
国
も
ま
た
銀

質
問
よ
り
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
日
本
本
土
買
幣
怯
の
宅
地
は
一
九
一
八
年
大
正
七
年
凹
月
で
あ
る
。
明
治
大
正
財
政
史
凹
二
六
頁
〉

(6) 

な
お
金
木
位
実
施
に
お
け
る
台
糖
と
朝
鮮
と
の
差
具
に
つ
い
て
は
、
別
相
に
ゆ
ず
る
。
さ
ら
に
日
本
植
民
地
闘
に
お
け
る
円
担
に
つ
い
て
は
、
制



洲
に
お
い
て
日
露
戦
争
当
時
発
行
し
た
平
栗
を
整
理
し
あ
わ
せ
て
日
本
人
の
通
商
貿
易
の
加
に
供
す
る
た
め
正
金
銀
わ
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
、
円

銀
を
基
礎
左
す
る
免
換
券
酔
票
(
一
九
三
六
年
十
月
禁
止
〉
白
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

以
上
メ
キ
グ
コ
ド
ル
系
銀
貨
国
の
一
つ
で
あ
る
日
本
の
金
本
位
制
樹
立
に
は
じ
ま
る
同
植
民
地
白
銀
貨
圏
か

b
の
離
脱
に
つ

W
て
の

べ
た
が
、
す
で
に
モ
れ
ら
に
先
行
し
て
東
亜
各
地
広
治
け
る
同
系
銀
貨
閣
の
終
濡
へ
の
動
き
が
み

b
れ
た
の
で
あ
る
。

〔

C
〕

ア
ィ
リ
y

ピ
ソ
の
幣
制
改
革

一
八
九
八
年
米
西
戦
争
の
結
果
ア
メ
リ
カ
の
領
有
下
に
入
っ
た
当
時
の
、
フ
ィ
リ
ヅ
ピ
ン
に
お
け
る
主
た
る
通
貨
は
メ
キ
シ
コ
ド
ル

で
あ
っ
た
。
当
初
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
金
一
ド
ル

1
二
メ
キ

γ
コ
ド
ル
の
比
半
を
設
定
し
、
か
つ
メ
キ
グ
コ
ド
ル
輸
出
入
の
自
由
を

認
め
た

Q

己
の
比
率
は
北
情
事
変
(
義
和
田
事
件
)
の
勃
発
し
た
一
九

O
O年
六
月
ま
で
概
し
て
維
持
さ
れ
た
が
、
事
公
勃
発
後
列
国
の

北
消
進
出

c
共
に
メ
キ
U
J

コ
ド
ル
の
需
要
が
生
じ
銀
相
場
上
昇
レ
、
そ
の
た
め
三
百
万
ド
ル
に
上
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の
輸
出
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
後
列
国
の
引
揚
げ
と
共
に
銀
価
は
急
速
な
再
下
落
を
き
た
し
、
銀
貨
は
急
速
に
再
輸
入
さ
れ
同
時
に
金
系
ア
メ
リ
カ
通
貨
の

流
出
を
ま
ね
い
た
。
こ
の
よ
う
な
動
揺
に
対
し
ア
メ
リ
カ
は
銀
側
下
品
の
際
に
は
銀
買
上
官
も
ヮ
℃
、
ま
た
上
昇
に
対
し

τ
一
O
%の

輸
出
税
士
課
し
て
対
抗
し
た
が
い
づ
れ
も
失
敗
に
終
っ
た

( 

肘

三宮

問
。
自
国
2
0
F
国
向
。
号
芸
会
主
言
語
、
同

Atcza-
】匂】
F
H
V
W
Z
口戸

n
F
m
v
司
ロ
ヨ

3v!
日
町
寸
f
l
N

叶
∞
』
な
お
、

〉

】
U

K

F

回
目

2
4唱。司

E
m
)

か
く

τア
メ
リ
カ
は
一
九

O
三
年
三
月
二
目
、

一
九

O
一
年
十
一
月
白
コ
ナ
ン
ト
報
告
に
依
拠
す
る
(
た
だ
し
こ
の
案
り
骨
子
は
す
で

に
一
九
O
一
年
一
月
の
タ
フ
ト
ア
イ
リ
y

ピ
y
委
員
会
の
報
告
に
み
ら
れ
る
。
同
。
自
E
2
2
-
4
z
-
℃
包
ご
フ
ィ
リ
ッ
ピ

γ
幣
制
改
革
白
基
礎

法
た
る
フ
ィ
リ
ッ
ピ
γ
鋳
貨
法
(
】
v
z
r司
]
記
号
円
。
E
P問
。
』
♀
V

を
成
立
主
し
め
、
さ
ら
に
同
年
一

O
月
こ
れ
に
も
と
ず
く
フ
ィ
リ
ッ

ピ
γ
金
本
位
法

(HUE-名目
ν
H
Z
O
o
-
ι
F
E
P
E
P
-
)
が
制
定
さ
れ
た
。

東
亜
に
お
け
ゐ
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
喬
の
過
程

第
入
十
九
巻

五
九

第
四
号



東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ト
ル
終
膏
の
過
程

第
八
十
九
巻

O 

知
山
川
写

I"l， 

新
し
悼
法
貨
た
る
新
ベ
ソ
(
口
本
品
円
同
位
同
量
)
は
ア
メ
リ
カ
金
ド
ル
に
対
L
一
対
二
の
価
値
を
も
っ
、

つ
ま
り
新
一
ペ
ソ
は
重
量

一
二
・
九
グ
レ
イ
ン
品
位
九

O
O
の
ア
メ
リ
カ
金

0
・
五
ド
ル
陀
等
し
き
も
の
と
さ
れ
、

(
た
だ
し
こ
れ
に
相
当
す
る
金
貨
は
鋳
造
さ

れ
た
い
)
最
高
発
行
額
を
限
定
さ
れ
た
(
白
由
鋳
造
白
禁
止
)

G

ζ

白
金
銀
鋳
貨
比
価
は
一
対
三
二
・
二
五
に
当
り
、
乙
れ
を
一
九

O

一一一

J
O四
年
の
凶
ン
ド
ゾ
に
沿
け
る
平
均
比
価
三
八
・
一

O
I一
一
一
五
・
七

O
に
比
べ
る
と
ベ
ソ
銀
貨
を
高
く
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
ζ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
右
心
一
ベ
ソ

1
0
・
五
ド
ル
白
伺
位
を
維
持
す
る
た
め
、
貨
幣
改
鋳
益
お
よ
び
為
替
売
買
益
金
な
ど
を
も
づ
て

金
本
位
基
金
(
の

o
E
P
E
E
E
司
ロ
ロ
品
〕
を
没
定
し
、
モ
の
一
半
を
マ
ニ
ラ
に
、
他
の
一
半
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
き
、
一
ド
ル
ー

一
一
ベ
ソ
白
割
合
を
も
ヮ
て
、
夫
々
為
替
売
却
に
応
じ
る
こ
と
に
し
た
。
と
白
よ
う
に
し
て
イ
ノ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
金
為
替
本
位
制
が
単
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
れ
ら
の
措
置
は
メ
キ
シ
コ
ド
ル
士
排
除
し
、
ド
ル
と
ベ
ツ
と
間
に
安
定
し
た
価
位
を
成
立
さ
せ
、
フ
ィ
リ
ッ

ピ
ン
を
ド
ル
闘
に
包
侠
す
る
青
山
図
を
も
づ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
た
い
。

し
か
し
新
ベ
ソ
貨
は
簡
単
に
仕
来
通
貨
(
な
か
ん
ず
く
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
)
に
代
る
こ
と
は
で
き
た
か
っ
た
。
条
令
で
は
在
来
通
貨
は

一
九

O
三
咋
末
か
ぎ
り
法
貨
た
る
資
絡
を
失
う
己
と
を
規
定
さ
れ
、
当
局
札
ゐ
い
て
吋
々
公
表
芭
れ
る
割
合
を
も
っ
て
新
貨
と
交
換
引

上
げ
る
こ
と
と
た
っ
て
い
た
が
、
公
衆
は
従
来
価
格

ω基
礎
と
し

τ迫
却
し
て
き
た
メ
キ
シ
コ
ド
ル
よ
り
も
小
さ
い
新
貨
が
何
故
モ
れ

よ
り
高
い
値
を
も
つ
か
を
理
解
し
え
ず
、
メ
キ

γ
コ
ド
ル
は
引
換
公
定
相
場
以
上
の
比
率
で
新
貨
と
交
換
さ
れ
、
ま
た
新
貨
は
発
行
さ

れ
る
に
し
た
が
っ
て
当
局
に
還
流
す
る
有
株
で
あ
っ
た
。
し
か
も
同
年
フ
ィ
リ
グ
ピ

γ
の
米
の
凶
作
に
よ
も
貿
易
差
額
の
逆
調
に
よ
っ

て
、
巨
額
白
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
の
輸
出
が
行
わ
れ
、
旧
貨
処
分
の
好
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
前
記
の
同
年
末
を
も
っ
て
旧
貨
の
法
貨
た
る

資
格
を
奪
う
法
令
は
、
逆
に
諸
外
国
に
存
在
す
る
メ
キ

γ
コ
ド
ル
を
再
び
フ
ィ
リ
ッ
ヒ
ン
に
集
中
輸
入
せ
し
め
た
。

か
く

τ当
局
は
新
貨
流
通
の
た
め
の
強
行
策
を
と
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
当
局
は
、

ω一
九

O
四
年
一
月
一
日
以
後
官
公
吏
員



の
俸
給
、
報
酬
は
す
べ
て
新
貨
を
以
て
支
払
悼
(
旧
貨
と
新
貨
凸
換
算
牢
は
一
対
一
)
、

租
税
モ
の
他
の
公
納
金
も
ま
た
新
貨
を
も
っ
て
納

め
る
己
と
、

ω同
日
以
後
当
局
は
メ
キ

γ
コ
ド
ル
を
一
一
切
領
収
し
な
い
「
こ
と
、
た
だ
し
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ソ
貨
は
一
九

O
四
年

六
月
一
日
ま
で
公
定
率
で
も
ヲ
て
償
還
に
応
じ
、
六
月
一
日
よ
り
一

O
月
ま
で
ご
刻
D
政
府
支
払
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
同
日

以
後
全
く
地
銀
と
し
亡
と
り
扱
う
こ
と
、

国
間
六
月
一
日
ま
で
の
期
間
、

地
方
財
務
当
局
に
、

新
ベ
ソ
貨
と
ス
ベ
イ

γ
・
ブ
ィ
リ
ァ
ピ

ン
貨
と
白
公
定
交
換
率
に
も
と
ず
い
て
メ
キ

V

コ
ド
ル
の
代
納
士
認
め
る
乙
と
、
川
刷
メ
キ

γ
コ
ド
ル
、
治
上
び
ス
ペ
イ
ン
・
プ
ィ
リ
ッ

ピ
ン
貨
そ
の
他
金
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
な
い
す
べ
て
白
通
貨
の
輸
入
禁
止
(
一
九
O
四
年
一
月
十
四
日
〕
、
紛
同
年
九
月
末
以
降
旧
貨
を

N
M
て
す
る
す
ベ
て
臼
契
約
に
対
し
従
価
税
士
課
し
、
ま
た
旧
貨
を
以
て
売
買
す
る
商
人
へ
の
一
認
可
制
由
実
施
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
。

(

札

守

主

唱

}

V
百
回
一
凶
N

U

立
〉

一
九

O
五
年
四
月
に
は
旧
貨
は
全
く
姿
を
消
し
、

7

f

リ
ッ
ピ

γ
は
銀
基
礎
か
ら
離
れ
る
に
い
た
っ
た
。

も
ち
毛
ん
金
為
替
本
位
制
白
体
と
し
て
は
問
題
は
こ
れ
で
終
ヲ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九

O
四
年
日
露
戦
争
を
起
点
す
る
銀
佃
騰
貴
は
、

上
一
記
の
公
定
相
場
を
破
壊
し
、
新
ベ
ソ
は
盛
ん
に
流
山
し
だ
。
か
く
て
再
び
一
九

O
六
年
七
月
の
法
律
に
よ
り
、
新
ベ
ソ
の
重
量
を
四

己
白
よ
う
な
努
力
の
結
果
、

一
六
グ
レ
イ
Y
か
ら
三

O
八
・
六
六
グ
レ
イ

y
に
、
品
位
を
九

O
Oか
ら
八

O
O
K下
げ
(
ベ
ソ
の
純
分
は
三
四
%
減
少
)
、

モ
の
結

果
金
と
の
交
換
比
価
(
鋳
貨
比
価
)
は
一
対
三
二
・
二
五
か

b
一
一
一
・
三
と
な
り
漸
く
安
定
士
達
成
せ
し
め
る
己
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

例
改
鋳
前
の
新
ベ
ソ
は
ロ
ン
ド
ン
の
標
準
釦
相
場
が
一
オ
ン
ス
二
九
ペ
ン
ス
瓦
に
達
し
た
ー
と
き
鉛
解
点
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
組

仰
と
平
価
L

乙
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
改
前
後
の
新
ベ
ソ
は
銀
が
約
四
四
ペ
ン
ス
托
に
達
す
る
ま
で
柏
町
解
点
に
は
達
し
な
い
。
し
か
も
金
銀
の
鈎

貨
比
何
は
こ
の
場
合
イ
ン
ド
の
ル
ピ
ー
の
対
一
二
・
九
、
日
本
白
銀
貨
の
一
刻
一
一
一
・
六
の
い
づ
れ
よ
り
も
娘
に
高
く
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
(
芯
丘
、
司

ω
2
)
た
だ
し
日
木
の
企
本
位
制
施
行
当
初
の
金
担
鈎
貨
比
例
は
一
対
二
八
七
五
で
あ
る

u

こ
こ
に
一
対
一
一
一
・
六
と
あ
る
は
一

九
O
六
年
四
月
銀
価
騰
貴
に
よ
る
、
蕗
解
を
防
止
す
る
た
め
の
補
助
貨
改
鋳
の
結
果
に
よ
る
。
念
の
た
め
。

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ト
ル
耕
需
の
過
程

部
λ
十
九
巻

第
四
号

五



東
亜
に
お
け
る
メ
キ
V

コ
ド
ル
静
吾
の
過
料

第
八
い
九
巻

ノ、

第
四
号

/、

〔

D
〕

海
峡
柏
民
地
治
よ
び
マ
レ
ー
の
幣
制
改
革

円
銀
の
引
上
後
、
海
峡
植
民
地
に
お
い
℃
、
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
が
主
と
し
て
流
通
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
。

年
二
月
、
お
よ
び
一
八
九
八
年
十
月
白
法
律
は
す
で
陀
ア
メ
リ
カ
貿
易
ド
ル
と
円
銀
か
ら
法
貨
た
る
性
質
を
奪
い
、
メ
キ
ジ
コ
下
ル
を
も

っ
て
本
位
鋳
貨
と
す
る
従
来
の
規
定
を
再
惟
認
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
月
ド
ル
に
法
貨
た
る
資
絡
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

b
の
法

一
八
九
五

律
は
ま
た
マ
レ

l
連
邦
に
も
施
行
採
用
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
づ
た
。
し
か
し
こ
の
状
態
は
長
〈
つ
づ
か
な
か
っ
た
。

一
八
九
七
年
八
月

(明治一ニ
O
年
)

V

Y
ガ
ポ
ー
ル
商
業
会
議
所
は
、
金
本
位
国
に
対
す
る
為
替
率
を
一
定
(
一
ド
ル

1
一一

γ
ワ
γ
F
)
に
す
る
こ
と
の
決

議
を
可
決
し
、
政
府
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
、
調
査
委
員
会
を
設
置
し
た
。
し
か
し
、
当
時
己
の
改
革
案
に
は
反
対
論
が
強
く
何
等
実

際
的
た
結
果
を
生
ま
な
か
っ
た

u

と
と
ろ
が
一
九

C
二
年
に
入
り
銀
他
は
更
に
大
巾
に
低
落
し
た
た
め
、
シ

γ
ガ
ポ
ー
ル
商
業
会
議
所

は
再
び
通
告
を
当
局
に
発
し
て
為
替
相
場
の
安
定
に
つ
い
て
当
局
の
決
意
を
う
な
が
し
た
υ

か
く
て
バ

l
バ
ー
を
長
と
す
る
海
峡
植
民

地
通
貨
委
員
会
が
発
足
し
、
モ
白
調
査
報
告
に
も
と
ず
い

τ、
一
九

O
三
年
六
月
二
五
日
海
峡
植
民
地
新
ド
ル
の
鋳
造
に
関
す
る
法
律
が

発
布
さ
れ
た
。
新
ド
ル
は
イ
ギ
リ
九
ド
ル
と
同
昼
間
位
(
重
量
四
-
六
グ
レ
イ
ン
・
品
位
九

O
O
)
の
も
の
で
印
度
造
幣
局
で
鋳
造
さ
れ

十
月
よ
り
市
場
に
現
わ
れ
た
。
こ
白
改
革
案
が
各
地
に
伝
わ
る
キ
、
わ
が
円
銀
の
還
流
、
ま
た
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
へ
の
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の

流
入
し
た
と
を
と
同
様
に
多
量
の
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
、
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
が
、
香
港
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ

γ
、
中
国
、
仏
印
た
ど
か
ら
ジ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
流
入
し
た
。
そ
れ
ら
が
新
し
い
海
峡
ド
ル
と
引
換
に
回
収
さ
れ
か
つ
新
ド
ル
の
価
値
が
引
上
げ
ら
れ
る
己
と
が
諜
想
さ
れ
、
ま
た
海

峡
植
民
地
白
対
英
為
替
が
隣
接
地
域
よ
り
高
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
十
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
、
翌
十
月
三
日
以
後
イ
ギ
リ

ス
ド
ル
治
よ
び
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の
輸
入
は
禁
止
さ
れ
、
か
つ
新
海
峡
植
民
地
ド
ル
の
輸
出
も
ま
た
禁
止
さ
れ
た
。

(
F
F
3
品
足
色
町
)

同
こ
り
後
者
自
禁
止
規
定
は
相
当
期
間
守
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
世
令
は
し
ば
ら
く
り
同
停
止
き
れ
て
の
ち
一
九
O
六
年
二
月
に
復
活
す
る
c
Q
F
子

市
全
日
)
新
貨
が
禁
止
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
出
さ
れ
た
の
は
、
中
国
自
開
詰
場
で
は
親
ド
ル
(
メ
キ
シ
コ
ド
ル
、
イ
ギ
り
ス
ド
ル
、
海
峡
楠
民
地



ド
ル
事
i

)

は
常
に
地
銀
価
値
以
上
の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
附
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
価
が
騰
貴
す
れ
ば
、
ロ
ン
ド
γ
比
仙
よ
り
す
る

輸
出
点
に
達
す
る
以
前
に
ド
ル
は
中
国
(
な
か
ん
ず
ぐ
害
港
)
に
向
っ
て
流
附
L
、
金
為
替
木
位
制
を
危
機
に
お
と
し
い
れ
る
可
能
性
を
与
え
た
白

一
九

O
四
年
八
月
末
を
も
っ
て
イ
ギ
り
ス
ド
ル
、
メ
キ
シ
コ
ト
ル
は
法
貨
た
る
性
質
を
奪
わ
れ
、
ま
た
政
府
へ
の
文
払
も
不
能
と
な

り、

E
新
旧
貨
の
交
換
も
中
止
さ
れ
た
。
改
鋳
は
同
年
十
一
月
頃
に
完
了
し
、
同
月
米
に
は
新
ド
ル
が
ほ
ぼ
完
全
に
旧
貨
に
代
替
し
た
。

(
志
位
-
H
V

邑
ご
新
ド
ル
叫
価
位
は
後
れ
て
、
一
九

O
六
年
一
月
二
九
日
一

u

卜
片
リ
こ
す
り

UJr四
ベ
ン
ゼ
ハ
に
決
定
さ
れ
九
o

か
く
て

メ
キ
シ
コ
銀
貸
圏
の
主
要
市
場
で
あ
っ
た
梅
峡
柿
民
地
、
マ
レ

1
諸
州
も
ま
た
金
為
替
本
位
制
白
下
に
編
成
替
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ω
ニ
ジ
リ
γ
グ
四
ベ

γ
ス
H
H
一
八
ペ
ン
ス
の
貨
幣
伺
仙
を
も
っ
祈
海
峡
ド
ル
は
ロ
ン
ド
ン
む
標
準
銀
相
場
が

7
オ
ン
ス
一
一
一
三
ペ
ン
ス
泌
に
上
る
と
錨

解
点
に
達
す
る
。
一
。
九
O
六
年
十
月
に
は
却
は
三
ニ
ベ

γ
ス
為
に
達
し
僻
解
点
に
近
づ
い
た
の
で
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
に
な
ら
っ
て
一
九
O
じ
年
二
月
改

鋳
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
重
量
を
二
五
%
引
下
げ
品
位
は
そ
の
ま
ま
し
士
。
そ
の
結
果
改
鋳
ド
ル
は
三
一
二
グ
レ
イ
ン
、
品
位
九

O
C
と
な
り
、

そ
の
結
果
鉛
解
点
は
四
四
ペ
ン
ス
W
A
に
な
っ
た
。
な
担
金
銀
持
貨
比
価
は
約
一
対
一
二
・
三
と
な
り
前
記
フ
f
リ
y

ピ
シ
と
ほ
ぼ
同
一
と
な
っ
た
。

(
ぬ
は
札
一
同
U
M
U
A
榊
品
叶
i

∞
)

こ
白
工
う
に
海
峡
楠
民
地
の
銀
貨
闘
か
ら
の
退
場
に
よ
り
、
岡
市
場
に
お
け
る
支
配
的
通
貨
で
あ
ヮ
た
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
も
ま
た
そ
白

歴
史
的
使
命
を
終
え
る
こ
&
と
な
っ
た
。
海
峡
植
民
地
お
よ
び
Y

V

l

諸
州
に
お
け
る
銀
貨
圏
の
終
高
に
関
連
し
て
一
言
蘭
領
印
度
に

つ
い

τふ
れ
て
お
き
た
い
。

オ
ヲ
Y
Jグ
債
印
度
は
す
で
に
一
八
七
七
年
本
国
ギ
ル
ダ
ー
金
貨
を
本
位
と
す
る
金
為
替
本
位
制
を
実
施
し
た
が
、
煙
草
栽
培
業
勃
興

の
結
果
λ

マ
ト
テ
東
海
岸
(
ア
ヅ
サ

γ
、
デ
リ

I
、
ヲ
ゾ
カ
ッ
ト
)
お
よ
び
ア
ヅ
チ
ェ
一
帯
に
は
商
業
上
特
殊
の
事
情
に
よ
り
、
其
の

他
西
ボ
ル
ネ
オ
に
沿
い
て
も
種
々
の
外
国
銀
ド
ル
が
流
通
し
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
二
ギ
ル
ダ
ー
半
銀
貨
と
メ
キ
シ
コ
ド
ル
と
は
ほ
ぼ
同

様
の
大
き
き
で
あ
り
、
銀
白
純
分
量
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
っ
た
の
で
相
な
ら
ん
で
流
通
し
わ
。

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
耕
藷
の
過
程

第
八
十
九
巻

第
四
号

七



東
亜
に
お
吋
る
メ
キ
ク
コ
ド
ル
終
詩
的
過
程

第
八

1
九
巻

r、
凹

第
四
号

ノL

当
時
ス
マ
ト
一
フ
東
海
岸
は
あ
る
程
度
闘
印
の
他
の
地
方
と
隔
離
さ
れ
、
む
し
ろ
対
岸
の
海
峡
植
民
地
、
マ

ν

1
諸
州
と
符
接
た
関
係

を
も
コ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
地
方
の
労
働
力
の
供
給
は
中
国
大
陸
お
よ
び
海
峡
植
民
地
よ
り
白
中
国
苦
力
に
依
存
し
、
モ
れ

ら
の
日
常
必
需
品
は
対
岸
よ
り
供
給
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
七
五
年
末
の
前
記
煙
草
栽
培
業
の
発
達
に
よ
る
中
国
苦
力
の
移
入
哨

加
は
こ
の
関
係
士
一
回
強
め
た
。
オ
一
y
y
ダ
ギ
ル
ダ
ー
は
政
府
白
官
吏
の
支
払
に
用
い
ら
れ
た
が
、
モ
れ
以
外
は
外
来
の
ド
ル
銀
が
流

通
心
大
部
分
を
占
め
た
。
し
か
し
、
海
峡
植
民
地
ド
ル
の
鋳
造
な
ら
び
に
一
九

O
六
年
の
前
記
交
換
率
の
決
定
に
よ
り
こ
の
問
題
も
白

然
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
ワ
九
。
す
友
わ
ち
一
九

O
三
年
海
峡
新
ド
ル
が
市
場
に
現
わ
れ
る
と
、
モ
れ
は
た
ち
ま
ち
上
一
記
地
域
の
流

通
の
大
部
分
を
占
め
た
が
、

一
九

O
六
年
の
価
位
規
定
に
よ
り
モ
れ

b
が
企
を
代
表
す
る
名
目
貨
幣
と
な
コ
た
た
め
で
あ
る
。
モ
白
結

果
、
従
来
銀
価
下
落
に
し
た
が
い
、
安
価
に
入
子
で
き
た
ド
ル
貨
を
も
ワ
亡
、
従
来
通
り
の
賃
銀
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
莫
大
な
利

益
を
え
た
煙
草
栽
培
業
者
、
、
ド
ル
を
調
達
す
る
費
用
が
高
ま
ヮ
た
こ
と
に
よ
ヮ
て
利
益
を
矢
hr
、
ま
た
各
種
ド
ル
銀
は
奥
地
に
h
s
ρ

て
流
泊
す
る
の
み
に
な
っ
た

Q

ポ
ル
、
)
小
オ
四
岸
に
お
い
て
も
、
メ
キ
シ
コ
ー
ル
は
一
九

O
ー
ハ
年
に
は
完
全
に
駆
逐
さ
れ
、
デ
リ
l
お
よ

び
そ
む
付
近
に
わ
い
て
は
整
坦
に
や
ヤ
長
期
を
要
し
た
が
い
阿
局
一
九

O
七
、
八
年
に
は
外
国
ド
ル
銀
同
国
外
に
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な

ヮ
た

〈
台
消
担
れ
台
北
頭
取
府
調
丘
謀
、
フ
キ
ツ
セ
リ
ゾ
グ
苦
闘
領
印
度
貨
幣
制
度
一
且
発
券
充
ノ
打
、
二
七
l
三
O
E
)

ω
日
本
に
お
い
て
も
メ
キ
シ
コ
ド
ル
一
ド
ル
げ
U
オ
ラ
ン
ダ
二
ギ
ル
ダ
ー
半
銀
貨
の
比
率
か
公
認
さ
れ
て
い
た
。

ド
ル
む
流
入
と
そ
の
功
罪
」
け
経
許
論
法
八
一
巻
ゴ
サ
)

(
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ

〔

E
〕

フ
ラ

γ
マ
ハ
領
印
度
支
那

以
上
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
系
銀
貨
闘
の
一
つ
を
構
成
し
た
フ
フ
γ
ス
領
印
度
支
那
に
お
い
て
も
、
当
然
銀
貨
低

品
へ
の
対
策
に
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
さ

b
陀
隣
擦
タ
イ
に
お
け
る
一
九

O
二
年
一

O
月
チ
カ
ル
(
け

ME-)
の
自
由
鋳
造
停



止
(
そ
の
ポ

y

l
速
艇
白
金
為
将
本
位
制
臼
確
定
は
一
九

O
八
年
十
一
月
)
は
一
一
牌
こ
む
こ
と
を
刺
戟
し
た
。
当
時
仏
印
に
は
貿
易
ピ
ア

マ
ハ
ト
ル
(
フ
ラ
ン
ス
ビ
ア
ス
ル
)
の
ほ
か
、
メ
キ
シ
コ
ド
ル
が
主
と
し
て
流
通
し
て
い
た
。

一
九

O
一
一
年
卜
二
月
特
別
委
員
会
が
設
置

さ
れ
貨
幣
改
革
が
問
題
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
委
員
会
報
告
は
当
時
、
仏
印
の
貿
易
事
情
が
輸
入
は
主
と
し
て
金
貨
国
向
け
で
あ

め
J

、
愉
出
は
大
部
分
銀
貨
国
向
け
で
あ
わ

J

、
し
た
が
っ
て
ピ
ア
月
ト
ル
の
安
定
を
は
か
る
に
必
要
な
金
の
獲
得
に
つ
い
て
み
己
み
が
な

い
か
ぎ
り
、
イ
ギ
リ
A
領
イ
ン
ド
の
よ
う
な
、
金
為
替
本
位
制
士
直
ち
に
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
一
る
己
と
、
し
か
し
可
及
的
に

ピ
ア
只
ト
ル
の
下
落
を
防
止
す
る
た
め
メ
キ
i
V
コ
ド
ル
白
流
通
を
停
叶
、
ピ
ア
只
ト
ル
と
メ
キ
シ
コ
ド
ん
の
連
繋
を
絶
づ
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
か
う
そ
れ
に
つ
い
亡
の
准
備
手
段
を
指
摘
し
た
。

政
府
は
同
提
案
の
若
干
を
採
用
し
、
一
九

O
三
年
六
月
、
従
来
貨
幣
愉
山
に
謀
せ
ら
れ
た
三
%
の
従
価
愉
出
税
を
廃
止
し
、
己
れ
に

よ
っ
て
メ
レ
イ
シ
コ
ド
ル
の
輸
出
を
容
易
な
ら
し
め
、
同
時
に
フ
ィ
リ
y

ピ
γ
、
海
峡
植
民
地
の
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の
通
用
停
止
に
よ
る
フ

ラ
ン
月
領
印
度
支
那
へ
の
流
入
を
防
止
す
る
た
め
、
外
国
銀
貨
の
輸
入
を
禁
止
し
士
。
づ
い
で
一
九

C
五
午
一
月
、
日
露
戦
争
に
よ
る

銀
価
騰
貴
の
結
果
、
メ
キ
グ
コ
ド
ル
が
次
第
に
呑
港
に
輸
出
さ
れ
る
に
い
た
り
、
か
つ
ピ
ア
ス
ト
ル
も
同
じ
経
路
を
た
ど
る
こ
と
陀
ょ
っ

て
生
じ
う

e

へ
き
貨
幣
欠
乏
に
そ
た
え
る
た
め
ピ
ア
ス
l

ル
及
び
銀
塊
の
輪
山
を
禁
止
し
た
。
つ
い
で
一
九

O
五
年
十
月
総
督
令
士
も
っ

て
一
九

O
六
年
一
月
以
降
メ
キ

γ
コ
ド
ル
の
法
定
通
用
力
士
停
止
し
た
。
卜
月
三
日
以
降
十
二
月
末
士
で
に
引
上
げ
交
換
き
れ
た
メ
キ

シ
コ
ド
ル
は
七

O
万
ド
ル
に
及
び
、
政
府
の
予
想
一

O
万
ド
ル
士
は
る
か
に
上
廻
っ
た
。

一
九

O
三
年
お
よ
び
一
九

O
五
年
の
法
律
に

よ
り
ピ
ア
ス
ト
ル
白
排
他
的
地
位
は
確
立
さ
れ
た
が
、
銀
貨
の
自
由
鋳
造
が
禁
止
さ
れ
か
つ
銀
貨
・
銀
塊
の
輸
出
が
禁
止
さ
れ
ま
た
輸

入
が
禁
止
・
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
上
っ
て
、
さ
ら
に
金
と
の
結
合
を
も
た
な
い
こ
と
に
よ
フ
て
、
理
論
的
に
は
為
替
変
動
は
無
制
限
の

も
の

ιな
り
、
た
え
ず
は
げ
し
い
動
揺
に
み
ま
わ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
づ
れ
に
せ
よ
こ
れ
に
よ
っ
て
メ
キ
シ
コ

東
亜
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
着
目
一
過
程

綿
入
イ
九
巻

ノ、
五

第
四
号

九



東
班
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
ド
ル
終
張
。
過
程

第
八
十
九
巻

、]、
ノ
一
/

第
円
け

u 

ー
ル
は
排
除
さ
れ
、
ピ
ア
ス
ト
ル
も
ま
た
銀
本
位
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
と
も
仏
ワ
た
。

(
フ
ラ
ン
ス
領
印
度
支
那
に
金
為
替
本
位
制
が
最

終
的
に
確
立
す
る
に
は
一
九
二
一

O
年
五
月
で
あ
る
。

)
(
P
E
2
3
g
o
y
p
同
哲
三
喜
志
向
日
高
N

立
R
Eき
F

5日
甲

松
岡
来
児
訊
、
印
度

支
那
貨
幣
制
度
の
肝
先
、
二
心
民
以
下
、
杭
浜
正
金
担
一
行
頭
取
府
調
査
課
、
仏
領
印
度
支
那
貨
幣
史
九
二
頁
以
下
)

と
ζ

ろ
で
以
上
に
の
ベ
た
日
本
に
は
じ
ま
る
メ
キ
ダ
コ
ド
ル
系
銀
貨
闘
の
連
鎖
的
終
需
(
時
間
的
か
つ
地
域
的
た
連
鎖
)
の
波
は
モ

の
円
環
H
H
凹
怖
を
中
闘
に
お
い
て
一
時
停
止
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
続
稿
に
沿
い
て
取
上
げ
る
こ
と
と
し
、
最
後
に
メ
キ

ジ
コ
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
ゐ
き
た
い
。

〔

F
〕

メ
キ
ジ
コ
白
幣
制
改
革

メ
キ
ジ
コ
ド
ル
白
主
要
流
通
地
域
で
あ
る
東
岨
に
お
け
る
銀
貨
閣
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
終
漏
し
、
モ
の
結
果
銀
価
白
下
落
傾
向
は
停
止
す

る
こ
と
た
く
、
両
者
は
あ
い
ま
っ
て
メ
キ
ン
コ
ド
ル
お
よ
び
銀
塊
に
対
す
る
需
要
を
減
少
止
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
さ
ら
に
輸
出
さ
れ

た
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
の
巨
額
の
再
輸
入
の
危
機
も
存
在
し
た
。
メ
キ
γ
コ
政
府
は
ア
メ
リ
カ
士
動
か
し
、
金
銀
比
価
安
定
の
た
め
白
国
際

的
協
調
を
強
調
し
、
ま
た
清
国
治
よ
び
東
洋
に
領
土
を
も
っ
ョ
l

p

y

パ
諸
国
士
し
て
た

ιず
定
の
銀
塊
白
購
入
を
実
行
せ
し
め
る

と
と
士
画
策
し
た
が
失
敗
に
終
っ
た
。

(
〉
ロ
己
目
名
古
。
、
引
は
)

か
く

τ
メ
キ
ジ
コ
は
一
九

O
五
年
三
月
二
五
日
公
布
(
五
月
一
日
実
施
)

の
法
律
を
も
っ
て
旧
通
貨
を
廃
止
し
、
銀
貨
の
自
由
鋳
造
を
停
止
し
、
メ
キ
ジ
コ
ド
ル
の
再
輸
入
を
禁
止
し
、
ア
メ
リ
カ
ド
ル
連
繋
の

金
為
替
本
位
制
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
。
金
為
替
本
位
を
採
用
す
る
に
当
っ
て
産
銀
業
者

D
反
対
が
あ
っ
た
が
、
政
府
は
こ
れ
に
対

し
、
減
税
、
資
金
前
貸
便
宜
の
供
与
、
鉱
業
用
機
械
モ
の
ほ
か
鉱
業
用
品
白
輸
入
税
を
免
除
す
る
た
ど
の
譲
歩
を
行
コ
た
。
さ
ら
に
一

九

O
四
年
に
お
け
る
日
露
戦
争
の
結
果
発
生
し
た
メ
ヤ

V

コ
ド
ル
需
要

1
輸
出
増
大
に
よ
り
生
じ
た
政
府
諮
金
に
よ
フ
て
、
幣
制
改
半

の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
白
で
あ
っ
た
。



メ
キ
ジ
ー
に
お
け
る
金
為
替
本
位
制
の
施
行
は
、
も
と
よ
り
メ
キ
シ
コ
ド
ル
臼
輸
出
(
己
の
場
合
旧
貨
白
形
状
に
よ
る
輸
出
用
白
メ

キ
ジ
コ
ド
ル
)
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
り
幣
制
改
革
の
中
に
メ
キ
γ
コ
ド
ル
哀
退
へ
の
傾
斜
を
確
認

す
れ
ば
た
り
る
白
で
あ
る

(
問
。
日
ヨ
2
2
-
4
2
N叩

】

MmZ
〈

門

V
3
Hぐ
台
湾
銀
行
総
務
部
調
斉
謀
、
墨
銀
の
幣
制
と
墨
銀
、
大
正
元
年
、
た
だ
し
、
こ
の
後
者
の
記
述
に

は
し
ば
し
ば
大
き
な
誤
り
が
あ
不
。
な
お
大
阪
造
時
同
試
金
部
長
甲
賀
宜
政
博
士
の
寸
墨
西
再
と
其
の
貨
幣
』
台
南
銀
行
飴
掛
部
副
算
融
資
料
、
明
治

四
日
年
参
照
〕

後
記
。
木
研
究
は
昭
和
三
十
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
(
綜
合
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
一
九
六
一
一
・
一
一
一
八
)

東
亜
に
お
け
る
ミ
キ
シ
コ
ド
ル
耕
駕
品
過
程

第
八
寸
九
巻

/、

t三

第
凹
号


